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道 路 特 定 財 源 一 覧

道路整備充当分 税収(平成１４年度)

３３，０５５億円

２２，４６９億円

５５，５２４億円

税　　　　目

合　　　　　　　　　　計

自動車取得税

　昭和43年創設

軽油引取税

　昭和31年創設

計

石油ガス税
　昭和41年創設

自動車重量税

　昭和46年創設

揮発油税

　昭和24年創設
　昭和29年より特定財源

地
方
譲
与
税

計

１４０億円

国

地
　
　
　
　
　
　
　
方

収入額の1/2

全額 ２８，４４２億円

収入額の
国分(3/4)の８割 ４，４７３億円

２，７９８億円

地方道路譲与税

　昭和30年創設

地方道路税の
収入額の全額

３，０２３億円

自動車重量譲与税
　昭和46年創設

自動車重量税の
収入額の1/4

石油ガス譲与税
　昭和41年創設

石油ガス税の
収入額の1/2

１４０億円

全額 １１，８５１億円

全額 ４，６５７億円

税　　率

[例:自家用乗用]

(暫定税率)
48.6円/㍑

(暫定税率)
6,300円/0.5t年

(暫定税率)
32.1円/㍑

(暫定税率)
自家用は取得価額の5%

(暫定税率)
5.2円/㍑

(本則税率)
24.3円/㍑

(本則税率)2,500円/0.5t年

(本則税率)
15.0円/㍑

(本則税率)
取得価額の3%

(本則税率)
4.4円/㍑

(本則税率)
17.5円/kg

自動車重量税を参照

石油ガス税を参照

（６，７２０億円）

　　注１：税収は平成１４年度当初予算及び平成１４年度地方財政計画による。

　　注３：自動車重量税は法令上特定財源とする規定はないが、運用上国分の８割は特定財源として扱われており、１４年度では６，７２０億円に相当する。
注２：暫定税率の適用期限は平成15年3月末（自動車重量税については平成15年４月末）。

　　　　　１４年度においては、このうち２，２４７億円が道路整備に充てられなかった。
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【道路整備五箇年計画と道路特定財源諸税の税率の推移】

第１次 29～33年度 　　 2,600億円

第２次 33～37年度　　 　 1兆円

第３次 36～40年度　 2兆1,000億円

第４次 39～43年度　 4兆1,000億円

第５次 42～46年度　 6兆6,000億円

第６次 45～49年度　10兆3,500億円

第７次 48～52年度　19兆5,000億円

第８次 53～57年度 28兆5,000億円

第９次 58～62年度 38兆2,000億円

第10次　63～H4年度 　　53兆円

第11次 H5～9年度 　 76兆円

新五計 H10～14年度 　　　78兆円

( ) ( ) ( ) ( ) ( )年 年 揮発油税 地方道路税 軽油引取税 石油ガス税 自動車取得税 自動車重量税国税 国税 地方税 国税 国税

(全額地方へ譲与) (1/2を地方へ譲与) ( ) (1/4を地方へ譲与)道路整備五箇年計画 地方税

（円／ﾘｯﾄﾙ） （円／ﾘｯﾄﾙ） （円／ﾘｯﾄﾙ） （円／kg） （％） （円／0.5t年）度 度

自動車取得税及自動車重量税の税率は
昭和29 昭和29 (4月)13.0 自家用乗用車のもの

30 30 (8月)11.0 -2.0 (8月)2.0
31 31 -15.4% (6月) 6.0
32 32 (4月)14.8 +3.8 (4月)3.5 +1.5 (4月) 8.0 +2.0
33 33 +34.5% +75.0% +33.3%
34 34 (4月)19.2 +4.4 (4月)10.4 +2.4
35 35 +29.7% +30.0%
36 36 (4月)22.1 +2.9 (4月)4.0 +0.5 (4月)12.5 +2.1
37 37 +15.1% +14.3% +20.2%
38 38
39 39 (4月)24.3 +2.2 (4月)4.4 +0.4 (4月)15.0 +2.5
40 40 +10.0% +10.0% +20.0%
41 41 (2月) 5.0
42 42 (1月)10.0 +5.0
43 43 +100.0% (7月) 3%取得価額の
44 44
45 45 (1月)17.5 7.5
46 46 +75.0% (12月)2,500
47 47
48 48
49 49 (4月)29.2 +4.9 (4月)5.3 +0.9 (4月) 5% (5月)5,000取得価額の
50 50 +20.2% +20.5%
51 51 (7月)36.5 +7.3 (7月)6.6 +1.3 (4月)19.5 +4.5 ○(4月) (5月)6,300
52 52 +25.0% +24.5% +30.0%
53 53 ○(4月) ○(4月) ○(4月) ○(4月) ○(5月)
54 54 (6月)45.6 +9.1 (6月)8.2 +1.6 (6月)24.3 +4.8
55 55 +24.9% +24.2% +24.6% ○(4月) ○(5月)
56 56
57 57
58 58 ○(4月) ○(4月) ○(4月) ○(4月) ○(5月)
59 59
60 60 ○(4月) ○(4月) ○(4月) ○(4月) ○(5月)
61 61
62 62
63 63 ○(4月) ○(4月) ○(4月) ○(4月) ○(5月)

平成 1 平成 1
2 2
3 3
4 4
5 5 ○(4月) ○(4月) ○(4月) ○(4月) ○(5月)

(12月)48.6 +3.0 (12月)5.2 -3.0 (12月)32.1 +7.8
6 6 +6.6% -36.6% +32.1%
7 7
8 8
9 9
10 10 ○(4月) ○(4月) ○(4月) ○(4月) ○(5月)
11 11
12 12
13 13
14 14

(注)(１) は租税特別措置法または地方税法附則による暫定税率であり、暫定税率の適用期限は平成14年度末(自動車重量(譲与)税については平成15年4月末)である。
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道 路 事 業 の し く み （平成１４年度当初予算）

28,414 （うち直入 7,102 ） 13,939
6,132

33,826
132

9,731
7,504

4,473

※１

808

（国費）

0 34,724 7,102
898 6,446

898
2

1
3,023

22,469

140

（地方費） 39,000
11,851 60,489

4,657 38,020

※２

2,798

3,951
1,406

16,342

※１：平成１４年度の自動車重量税（国分）は8.400億円。自動車重量税は法令上特定財源とする規定はないが、運用上国分の８割は特定財源と

この額は１４年度では6,720億円である。１４年度においてはこのうち2,247億円が道路整備に充てられなかった。

※２：地方の一般財源の中には、自動車利用者の負担している自動車税18,182億円、軽自動車税1,335億円も含まれる。

揮 発 油 税

石 油 ガ ス 税

自 動 車 重 量 税

貸 付 金 償 還 金等

自動車重量譲与税

純 一 般 財 源

Ｎ Ｔ Ｔ 財 源

地 方 道 路 譲 与税

石 油 ガ ス 譲 与税

沿 道 整 備 融 資

地 方 単 独 事 業

軽 油 引 取 税

自 動 車 取 得 税

有料道路事業

財 投 等

一 般 財 源

特 定 財 源

一 般 財 源

特 定 財 源

直 轄 事 業

補 助 事 業

緊急地方道路整備事
業



4

道 路 特 定 財 源 の 使 途

これまでも道路特定財源は、いわゆる道路整備に加え、道路整備に関連する連続立体交差

事業、市街地再開発事業、駅前広場の整備等自動車利用者の利便に資する事業に活用。

◆

◆ 平成１４年度においても、交通結節点の改善（国費　４２５億円：伸率１．３４）等に道

路特定財源を充てるとともに、低公害車の技術開発（国費５億円）を計上。

事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費

（億円） （億円） （億円） （億円）

連続立体交差事業 1,676 838 1,447 723 1.16 1.16
都市モノレール・新交通システム整備事業 159 88 198 133 0.80 0.66
交通結節点の改善 754 425 582 316 1.30 1.34
土地区画整理事業 2,571 1,366 2,688 1,429 0.96 0.96
市街地再開発事業 484 251 505 259 0.96 0.97
電線類の地中化 2,211 1,154 2,161 1,154 1.02 1.00
住宅関公 1,220 610 1,396 698 0.87 0.87
再開発関公 60 30 60 30 1.00 1.00
まちづくり総合支援事業等 303 152 303 152 1.00 1.00
都市再生に資する道路等への貸付制度 200 100
低公害車の技術開発 5 5
計 9,642 5,018 9,339 4,895 1.03 1.03
※計数は組み替えによる整理を実施している。

※連続立体交差事業には連続立体交差関連公共施設整備事業を含む。

平成１４年度 伸率

Ｈ１４／Ｈ１３

平成１３年度
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◇都市モノレール・新交通
◇連続立体交差事業

システム整備事業

• 在来線高架化に係る事業費の約９割を道路事業
者が費用負担

• 平成１３年度は事業費1,447億円、62箇所で
実施

• 平成１４年度は事業費1,676億円、62箇所を実施
（対前年比1.16倍）

• 事業全体の約６割を道路事業者が費用負担

• 平成14年度は事業費159億円

• 既に全国で１３路線整備し、運行中。

　 １日約６０万人が利用

＜事業例＞
　大阪モノレール（環状モノレール）（大阪府）
　全体事業費2,274億円　うち道路事業費1,664億円
　　　　　　　　　　　　　　（シェア　73％）

＜事業例＞
　京浜急行湘南線連続立体交差事業（東京都品川区）
　全体事業費　420億円　うち道路事業費　368億円
　　　　　　　　　　　　　　　　（シェア　88％）

踏切２１箇所を一挙に除却し、地域の渋滞を解消
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◇電線類地中化の推進 ◇交通結節点の改善

• 駅前広場の整備、乗り継ぎの改善、歩行空間のバ
リアフリー化等の集中実施

• 平成13年度は事業費582億円、約130箇所で　実施

• 平成14年度は事業費754億円、約180箇所を　実施
（対前年度比1.30倍）

• 民地における施設整備費など一部を除いて全
体の７割を道路管理者が費用負担

• 平成13年度は事業費2,161億円、約540kmで実
施

• 平成14年度は事業費2,211億円、約550kmを実
施（対前年度1.02倍）

• 平成11年度から平成15年度までの５年間に、
3,000km程度の地中化を実施予定　　　 　　
　

＜事業例＞
　新宿南口地区
　全体事業費約1,200億円　うち道路事業費約500億円
　　　　　　　　　　　　　　　（シェア　42％）

○地中化及び街灯等の景観整備例

仙台青葉通り

京都市東山区
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◇市街地再開発事業◇土地区画整理事業

• 事業区域内の幹線道路整備費を助成対象に事業
全体を支援

• 平成13年度は事業費2,688億円、約760箇所で実
施

• 平成14年度は事業費2,571億円、約730箇所を実
施　　　　　　（対前年度比0.96倍）

　　　 　　　　　　

• 事業区域内の幹線道路整備費を助成対象に　事
業全体を支援

• 平成13年度は事業費505億円、約100箇所で実施

• 平成14年度は事業費484億円、約100箇所を実施
　　　　　　　（対前年度比0.96倍）

＜事業例＞
　溝口駅北口地区第一種市街地再開発事業
　（神奈川県川崎市　2.6ha）
　全体事業費　959億円　うち道路事業費　299億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　（シェア31％）

＜事業例＞
秋葉原駅付近土地区画整理事業
　　（東京都千代田区、台東区　8.8ha）

　全体事業費　385億円　うち道路事業費　262億円 　

　 　（シェア68％）
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